
14 

 

めたときは、基準額を最低価格とし、公募により決定した額とすることができる。 

 

（６）業務分担 

指定管理者と組合の主な業務分担は、次の「業務分担表」によるものとします。 

 

【業務分担表】 

 

 

（７）指定管理者と組合の責任分担 

指定管理者は、施設及び物品の破損や盗難等については、いかなる場合であって

も応急措置を講じる等、霊園利用者の安全確保に努めてください。 

指定管理者は、運営管理及び維持管理に当たり、公園施設並びに附帯設備を損壊

又は破損したときは、組合が指定する日までに、原状回復するか損害の相当額を賠

償することとします。ただし、やむを得ない場合は、組合の承認により原状回復や

撤去等を不要とします。 

修正後 
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